
 

令和４年度 埼玉地方労働審議会 

第 1 回 埼玉県縫製業最低工賃専門部会 
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次  第 

 

     

１ 開 会    

 

２ 定足数の確認 公 益 代 表 委 員    名 

   家 内 労 働 者 代 表 委 員        名 

   委 託 者 代 表 委 員         名 

 

３ 配付資料の確認 

 

 

４ 議  題 

（１） 部会長及び部会長代理の選出について 

 

（２） 埼玉県縫製業最低工賃改正決定について 

 

（３） その他 



資         料 

 

No.１   埼玉県縫製業最低工賃専門部会委員名簿 

 

No.２   地方労働審議会令（平成 13 年 政令第 320 号） 

 

No.３   埼玉地方労働審議会運営規程 

 

No.４   埼玉県〇〇〇最低工賃専門部会運営規程   

 

No.５   埼玉県縫製業最低工賃の改正決定について（諮問）○写  

 

No.６   第 14 次最低工賃新設・改正計画 

 

No.７   埼玉県縫製業最低工賃表 

 

No.８   埼玉県最低賃金の推移 

 

No.９   埼玉県消費者物価指数の推移 

 

No.10  埼玉県縫製業家内労働実態調査報告書 

 

No.11  最低工賃改定試算表 

 

No.12  委託事業所数及び家内労働者数の状況 

 

No.13  最低工賃改正手続の流れ 

 

No.14  関係法令 

 

No.15  【参考】最低工賃の他都府県との比較（縫製関係） 
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埼玉地方労働審議会運営規程 
 
（規程の目的） 
第１条 埼玉地方労働審議会の議事運営は、厚生労働省組織令（平成 12 年政令第 252 号）

第 156 条の２及び地方労働審議会令（平成 13 年政令第 320 号）に定めるもののほか、

この規程の定めるところによる。 
 
（会議の招集） 
第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、労働局長の請求があったとき、会長が必

要があると認めるとき又は委員の３分の１以上から請求があったときに会長が招集

する。 
  ２ 審議会は、前項の規定にかかわらず、その議事が諮問のみの場合にあって 
   は、労働局長から会長あて諮問文を発出することをもって、会議の招集に代える 

ことができる。 
３ 労働局長又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を

明らかにしなければならない。 
４ 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なく

とも７日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び労働局長に通知しなければな

らない。 
 
（委員の欠席） 
第３条 委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムを

いう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。 
２   テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第８条第１項

及び第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）に規定する会議への出席に

含めるものとする。 
３   委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、その旨を

会長に通知しなければならない。 
 
（会長の職務） 
第４条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。また、会長に事故あるときは、会長

代理がこれを代行するものとする。 
 
（会議における発言） 
第５条 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。 
 

資料３ 



（関係機関等の意見聴取） 
第６条 審議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の説明を聴くことができる。 
  ２ 審議会は、必要があると認めるときは、委員でない者の意見を聴くことができる。 
 
（会議の公開） 
第７条 会議は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支

障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそ

れがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 
 
（議事録及び議事要旨） 
第８条 審議会の議事については、議事録を作成する。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個

人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当

に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録の全部又は一部を非公開と

することができる。 
３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 
（読み替え規程） 
第９条 第２条から第 8 条までの規定は、地方労働審議会令第６条に規定する部会（以下

「部会」という。）及び同令第７条に規定する最低工賃専門部会（以下「最低工賃専門

部会」という。）について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」、

また「委員」とあるものは｢委員及び専門委員｣と読み替えるものとする。 
 
（意見及び建議の提出） 
第 10 条 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、建議書又は議決

書をその都度労働局長に送付しなければならない。 
２ 審議会は、厚生労働省組織令第 156 条の２第２項第２号の規定により関係行政機

関に建議したときは、その写しを労働局長に送付しなければならない。 
 
（部会の設置） 
第 11 条 審議会は、次の部会を置くこととする。 

 一 労働災害防止部会 
 二 家内労働部会 

 
（部会の議決） 
第 12 条 前条に規定する部会又は部会長が委員である最低工賃専門部会が、その所掌事務

について議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。 
 ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の 



議決を特に必要とすることを定めたときは、この限りでない。 
 
（臨時委員の任命） 
第 13 条 臨時委員及び専門委員は、審議会令第４条第４項及び第５項に規定する場合のほ

か、会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただし、再任を妨げな

い。 
 
（部会の議事運営） 
第 14 条 この規程に定めるもののほか、部会及び最低工賃専門部会の議事運営に関し必要

な事項は、部会長が当該部会及び最低工賃専門部会に諮って定める。 
 
（規程の改廃） 
第 15 条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 
 
 附則 
（施行期日） 
第１条 この規程は、平成 13 年 11 月 19 日から施行とする。 

この規程は、平成 18 年 ３月 ９日から施行とする。 

この規定は、令和 ３年 12 月 10 日から施行とする。 

 



 
 
 

埼玉地方労働審議会  
埼玉県〇〇〇最低工賃専門部会運営規程  

 
（規程の目的）  

第１条 埼玉地方労働審議会（以下「審議会」という。）に設置する埼玉県〇〇〇最低

工賃専門部会（以下「専門部会」という。）の議事運営は、家内労働法（昭和４

５年法律第６０号）、地方労働審議会令（平成１３年政令第３２１号）及び埼玉

地方労働審議会運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 
 
（名称）  

第２条 専門部会には、それぞれの担当する最低工賃の件名を冠する。  
 
 （構成）  
第３条 専門部会の委員（以下「委員」という。）の数は、９人とする。  
 

（報告）  
第４条 部会長は、会議において議決を行ったときは、議決書を審議会会長に報告す

るものとする。  
 

（雑則）  
第５条 この規程に定めるもののほか、専門部会の議事及び運営に関し必要な事項は、

部会長が定める。  
２ この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行う。  

 
附則  

（施行期日）  
この規程は、平成２６年２月１９日から施行する。  
この規程は、平成２９年２月２３日から施行する。  
この規程は、令和５年１月２４日から施行する。  

No.４ 



 

 

 

 

㊢ 

埼労発基1208第１号 

令和４年 12 月８日 

 

 

埼玉地方労働審議会 

会長 荒居 善雄 殿 

 

 

埼玉労働局長 

久知良 俊二 

 

 

 

         最低工賃の改正決定について（諮問） 

 

 家内労働法第10条の規定に基づき、埼玉県縫製業最低工賃（平成11年埼玉

労働基準局最低工賃公示第１号）及び埼玉県足袋製造業最低工賃（平成10年埼

玉労働基準局最低工賃公示第２号）の改正決定について、貴会の調査審議を求

める。 

 

 

 



雇均発 0 3 1 8 第 2 号

令 和 ４ 年 ３ 月 1 8 日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省雇用環境・均等局長

（ 公 印 省 略 ）

第 14 次最低工賃新設・改正計画の実施について

最低工賃の新設及び改正については、平成 31 年３月 28 日付け雇均発 0328

第２号「第 13 次最低工賃新設・改正計画の実施について」に基づき、計画的な

推進を図っているところであるが、同計画が令和３年度末で終了することから、

引き続き最低工賃の新設及び改正を促進するため、令和４年度から６年度まで

の３年間を計画期間とする標記計画を別添のとおり策定し実施することとした

ので、下記事項に留意の上、最低工賃の新設及び改正の計画的な推進を図られ

たい。

記

１ 最低工賃の改正について

（１）計画的な改正

最低工賃については、実効性の確保を図るため、必ず本計画に従い、原

則として３年をめどに実態を把握し、見直しを行うこと。見直しに当たっ

ては、原則として、改正の実現を目標とすること。

なお、工程・規格等が業務実態と乖離している最低工賃については、工

賃額のみならず工程・規格等についても見直しを行い、必要な改正を行う

こと。最低工賃を改正した場合には、委託者はもとより、工賃に影響を及

ぼしている親事業者、関係団体等に対しても、最低工賃が遵守されるよう、

その内容を適切に周知徹底すること。その際、管内の委託者や家内労働者

への効果的・効率的な周知の観点から、地方公共団体の広報誌やホームペ

ージへの掲載等の協力依頼も検討すること。

（２）実態調査



実態調査については、適用家内労働者数の把握、工程変更の有無、工賃

額等の確認を行うこと。また、最低賃金との均衡の考慮に当たっては、実

態に即して最低工賃額の８時間換算額を算出した上、最低賃金額やその上

昇率との比較を行い、最低工賃の見直しに必要な実態把握ができるものと

すること。

（３）改正諮問の見送り

本計画に従った改正について、実態調査の実施をはじめとする産業界の

動向把握を行った結果、委託者の業種における景況、受注量の減少のため

最低工賃の改定が困難等により、なお改正を行う状況にないと判断する場

合は、地方労働審議会又は同審議会家内労働部会（以下「地方労働審議会

等」という。）において、必ず、諮問見送りと判断した理由の説明を行い、

公労使三者の了解を得た上で、当該最低工賃について改正諮問の見送りを

行うこと。

２ 最低工賃の新設について

最低工賃の新設については、設定の必要性が高い業種のうち、次のいずれか

に合致するものから優先的に実施すること。

（１）関係団体から、新設の要請がなされているもの

（２）継続性のある業種で、家内労働者数が相当数存在するもの

（３）他地域との関連性が強いもの

３ 最低工賃の統合又は廃止の検討について

最低工賃が設定されている適用家内労働者が 100 人未満に減少し、将来も

増加する見通しがないなど、実効性を失ったと思われる最低工賃については、

今後のあり方を検討した上で、２つ以上の最低工賃を統合することがありう

る場合などは、統合を含めて対応を検討することとし、また、統合が難しい

場合は、廃止することも検討すること。

なお、当該最低工賃の廃止については、地方労働審議会等の意見を十分に

聞いて尊重すること。



最低工賃件数

（2022.4.1見込み件数) 件 名 件数 件 名 件数 件 名 件数

01 北海道 2 和服裁縫（改正） 1 男子既製服（廃止） 1
02 青 森 3 電気機械器具（改正） 1 和服裁縫（改正） 1 男子・婦人既製服（改正） 1
03 岩 手 2 電気機械器具（改正） 1 婦人・男子既製洋服（改正） 1
04 宮 城 2 男子服・婦人服（改正） 1 電気機械器具（改正） 1
05 秋 田 2 通信機器用部分品（改正） 1 男子服・婦人服・子供服（改正） 1
06 山 形 1 男子・婦人既製服（改正） 1
07 福 島 3 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス（改正） 1 外衣・シャツ（改正） 1 横編ニット（改正） 1
08 茨 城 3 男子既製洋服（廃止） 1 婦人・子供既製服（廃止） 1 電気機械器具（改正） 1
09 栃 木 2 電気機械器具（改正） 1 衣服（改正） 1
10 群 馬 3 横編ニット（改正） 1 婦人服（廃止） 1 電気機械器具（改正） 1
11 埼 玉 5 革靴（改正）、足袋（改正）、縫製（改正） 3 紙加工品（改正） 1 電機機械器具（改正） 1
12 千 葉 1 婦人既製洋服（廃止） 1
13 東 京 3 革靴（改正） 1 婦人既製洋服（改正） 1 電気機械器具（改正） 1
14 神奈川 3 スカーフ・ハンカチーフ（廃止） 1 電気機械器具（改正） 1 紙加工品（廃止） 1
15 新 潟 4 洋食器・器物（廃止） 1 作業工具（廃止） 1 男子・婦人既製洋服（改正）、横編ニット（改正） 2
16 富 山 2 電気機械器具（改正） 1 ファスナー加工（改正） 1
17 石 川 0
18 福 井 2 眼鏡（改正） 1 衣服（改正） 1
19 山 梨 3 電気機械器具（改正） 1 婦人服（改正） 1 貴金属製品（改正） 1
20 長 野 2 電気機械器具（改正） 1 外衣・シャツ（改正） 1
21 岐 阜 3 婦人服（改正）、男子既製洋服（改正） 2 陶磁器上絵付（改正） 1
22 静 岡 1 車両電気配線装置（改正） 1
23 愛 知 1 車両電気配線装置（改正） 1
24 三 重 1 車両電気配線装置（改正） 1
25 滋 賀 1 下着・補整着（廃止） 1
26 京 都 2 丹後地区絹織物業（改正） 1 紙加工品（改正） 1
27 大 阪 1 男子既製洋服（改正） 1
28 兵 庫 5 但馬地区絹・人絹・毛織物（廃止）、綿・スフ織物（改正） 2 釣針（改正） 1 電気機械器具（改正）、靴下（改正） 2
29 奈 良 1 靴下（改正） 1
30 和歌山 0
31 鳥 取 2 和服裁縫（改正） 1 男子服・婦人服（改正） 1
32 島 根 3 和服裁縫（改正） 1 電気機械器具（改正） 1 外衣・シャツ（改正） 1
33 岡 山 1 車両電気配線装置（改正） 1
34 広 島 4 既製服（改正） 1 電気機械器具（改正） 1 和服裁縫（改正）、毛筆・画筆（改正） 2
35 山 口 2 男子既製洋服・学校服・作業服（改正） 1 和服裁縫（改正） 1 男子既製洋服・学校服・作業服（改正） 1
36 徳 島 1 縫製（下着・ハンカチーフ）（改正） 1
37 香 川 1 手袋・ソックスカバー（改正） 1
38 愛 媛 1 タオル（改正） 1
39 高 知 2 衛生用紙（改正） 1 繊維産業（改正） 1
40 福 岡 2 婦人服（改正） 1 男子服（改正） 1
41 佐 賀 1 婦人既製服（改正） 1
42 長 崎 3 和服裁縫（廃止） 1 男子既製洋服（廃止）、婦人既製洋服(廃止） 2
43 熊 本 3 和服裁縫（改正） 1 縫製（廃止） 1 電気機械器具（改正） 1
44 大 分 2 衣服（改正）、電気機械器具（改正） 2
45 宮 崎 3 婦人既製洋服（廃止）、男子既製洋服（改正） 2 内燃機関電装品（改正） 1
46 鹿児島 1 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス（改正） 1
47 沖 縄 1 縫製(改正） 1

合 計 97 27 33 38

第14次最低工賃新設・改正計画（令和４年４月～７年３月）

局 名
令和４年度 令和５年度 令和６年度

（注）各年度の最低工賃の件数は令和４年３月18 日現在のものである。なお、件名の後の（ ）は、計画策定時点における予定を記載したもの。改正、統合、廃止等の決定は、各都道府県労働局において、実態調査等を実施の上、地方労働審議会等の意見を聴取して行うもの
であることに留意されたい。

別添



埼玉県縫製業最低工賃 
 

１ 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で衣服縫製業に係るまとめの業務に従事する家内労働者  
２ 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者   
３ 第１号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額  
 

工      程 規           格 金        額 

身返し端千鳥掛け 千鳥の間隔が６ミリメートル以下のもの １か所につき            １４円５０銭 

身返し裏まつり 針目の間隔が８ミリメートル以下のもの １０センチメートルにつき １４円 

身返し星入れ 針目の間隔が１０ミリメートル以下のもの １０センチメートルにつき １４円 

そで付け裏まつり 針目の間隔が５ミリメートル以下のもの １０センチメートルにつき １７円５０銭 

そで口裏まつり 針目の間隔が５ミリメートル以下のもの １０センチメートルにつき １６円 

ファスナー裏まつり 針目の間隔が５ミリメートル以下のもの １０センチメートルにつき １４円 

襟付けまつり 針目の間隔が５ミリメートル以下のもの １０センチメートルにつき １６円５０銭 

すそまつり 針目の間隔が８ミリメートル以下のもの １０センチメートルにつき １１円 

ウエストまつり  １０センチメートルにつき １０円５０銭 

スナップ付け ２本糸で２度掛けを行うもの １組につき        ２１円 

カギホック付け 
ウエスト用カギホックを付けるもの １組につき        ２３円 

ウエスト用以外のカギホックを付けるもの １組につき        ２１円 

根巻きボタン付け（２本糸

２回通しで根巻き３回以上

のもの） 

２つ穴又は４つ穴のボタンで、かつ、力ボタンを付

けるもの 
１個につき           １８円５０銭 

２つ穴のボタンを付けるもの １個につき             １２円５０銭 

４つ穴のボタンを付けるもの １個につき           １３円５０銭 

ボタン付け（根巻きボタン

付けを除く。） 
２つ穴又は４つ穴のボタンを付けるもの １個につき        １０円５０銭 

すそうかし止め 糸ループの長さが３センチメートルのもの １か所につき       １０円 

ベルト用糸ループ付け 糸ループの長さが５センチメートル以下のもの １か所につき       １５円 

肩パット付け ワンピース用の肩パットを付けるもの １着分につき       ３１円 

ベンツ×印しつけ  １か所につき        ９円 

プリーツ×印しつけ  １か所につき        ８円 

備考 上記金額は、縫い糸代、ミシンの維持及び使用に要する経費並びに電力費を除くものとする。 

４ 効力発生の日 平成１１年４月３０日  

［委託者は次のことを守ってください。］ 

１ 平成１１年４月３０日からは、上記の最低工賃額以上の工賃を支払ってください。  

２ 工賃は、原則として通貨で支払ってください。（家内労働者の同意があれば、預金口座への振込み、郵便為替による支払いが

認められます。）  

３ 工賃は、物品を受領した日から１か月以内又は毎月の工賃締切日から１か月以内に支払ってください。  

４ 家内労働手帳を交付し、仕事を委託する都度、次のことを記入してください。 

1) 仕事の内容、委託年月日、物品の数量、納品の時期  2) 工賃の単価、支払日  
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資料出所：総務省統計局：2020年基準消費者物価指数
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埼玉県縫製業家内労働実態調査結果 概要 

 

埼玉労働局労働基準部賃金室 

 

Ⅰ 調査の実施 

１ 調査の目的 

この調査は、埼玉県における縫製業の家内労働について、委託者や家内労働者の個別

の事例を把握し、最低工賃決定の審議に資するための基礎資料を得ることを目的とする。 

２ 調査対象委託者及び家内労働者 

 埼玉県内の縫製業の委託者 159 事業所及びその家内労働者（各事業所 2 名程度）を対

象としたが、抽出に当たっては次のとおり行った。 

 

・委託者については、前回（平成 30年度）に実施した同調査を参考に、埼玉県内の衣

服・その他の繊維製品製造業の事業所のうち、家内労働委託事業所名簿に「11 繊維

工業」の業種にて登載されている計 159事業所を抽出した。 

・家内労働者については、上記委託者 159 事業所に対し、委託先の家内労働者から任

意に 2名（2名いない場合は 1名）の抽出を、現行の最低工賃が設定されている「ま

とめの業務」を行っている者を優先させることを条件として依頼した。 

３ 調査事項 

 別添調査票の記載項目とした。 

４ 調査実施年月日 

 調査は、令和 3年 9月 1日から同年 9月 30日までを調査期間として実施した。 

５ 調査対象年月日 

 調査は、令和 3 年 7 月末日現在（工賃の支払い状況については令和 3 年 7 月分、工賃

改定状況及び仕事量については最近 2年間）の状況について実施した。 

 

６ 調査方法 

 調査は、郵送による通信調査で実施した。 
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2種類の調査票（委託者用調査票・家内労働者用調査票）を委託者宛に送付し、家内労

働者用調査票については当該委託者に対象家内労働者の抽出及び配布を依頼した。 

調査票の提出については、委託者、家内労働者ともに、返信用封筒により直接当局へ

送付するよう依頼した。 

 なお、一部については、電話聴取により回答を得た。 

Ⅱ 調査結果の概要 

１ 委託者調査については、調査対象委託者 159 事業所のうち 102 事業所より回答を得ら

れた（回答率 64.15％）。回答の内訳は、①委託あり：41事業所、②委託なし：36事業所、

③事業所廃止：25 事業所、④他業種への転換等：0 事業所という内容であった。なお、

委託あり事業所のうち、最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託している委託者数

は 12事業所、その中最低工賃の設定工程・規格に係る業務に従事する家内労働者数は 65

名であった。 

２ 家内労働者調査については、業務委託を行っている 41事業所のうち、35事業所に所属

する 61 名（男性 3 名、女性 57 名、未回答 1 名）から回答を得た。そのうち、最低工賃

の設定工程・規格に係る業務に従事する家内労働者からの回答数は 18件であった。 

３ 集計結果は 3頁以降の通りであり、「委託あり」と回答のあった事業所及び回答を得た

家内労働者全数についてまとめた。 

 

＜参考＞ 委託者数および家内労働者数の変遷 

 

調査年度 H10 H13 H21 H24 H27 H30 R3 

委
託
者
数 

調査対象委託者数

（事業所） 
133 106 186 232 171 114 159 

うち「委託あり」

回答 

委託者数（事業所） 

85 60 38 53 35 45 41 

最低工賃の設定工程・規

格に係る業務を委託して

いる委託者数（名） 

47 31 10 14 12 12 12 

最低工賃の設定工程・規

格に係る業務に従事する

家内労働者数（名） 

909 500 237 61 89 84 65 

 



Ⅰ．委託者調査結果

1.　調査事業所回答状況及び委託状況

委託あり 委託なし 廃止等

*　「回答有」欄には、「電話連絡受け分」を含む

*　「廃止等」には、事業所廃止の他、他業種への転換等の 0事業所を含む

2.　規模別委託者数及び家内労働者数

※1 男 女 合計 ※2

13 2 1 75 76 2

22 7 5 202 207 33

4 1 1 32 33 11

1 1 2 15 17 17

0 0 0 0 0 0

1 1 0 2 2 2

41 12 9 326 335 65

※1　うち、最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託している委託者数

※2　うち、最低工賃の設定工程・規格に係る業務に従事する家内労働者数

3.　工賃の支払い状況（令和3年7月分）

　　　   0円以上 ～ 10,000円未満 5 12.1

　　　   10,000円以上 ～ 15,000円未満 2 4.8

　　　   15,000円以上 ～ 20,000円未満 2 4.8

　　　   20,000円以上 ～ 25,000円未満 2 4.8

　　　   25,000円以上 ～ 30,000円未満 4 9.7

　　　   30,000円以上 ～ 35,000円未満 1 2.4

　　　   35,000円以上 ～ 40,000円未満 2 4.8

　　　   40,000円以上 ～ 45,000円未満 4 9.7

　　　   45,000円以上 ～ 50,000円未満 2 4.8

　　　   50,000円以上 ～ 55,000円未満 2 4.8

　　　   55,000円以上 ～ 60,000円未満 2 4.8

　　　   60,000円以上 ～ 65,000円未満 2 4.8

　　　   65,000円以上 ～ 100,000円未満 6 14.6

　　　   100,000円以上 ～ 150,000円未満 1 2.4

　　　   150,000円以上 ～ 1 2.4

　　　　未回答 3 7.3

41 100.0

※3　各委託者ごとの1か月の支払工賃額から、1人平均の月収額を算出し分類

委託者ごとの「1人平均の月収額」を単純平均した、平均月収額 37,430 円

23.8

3825

未回答

 調査実施
 事業所数

41 19

比率
（％）

100.0 64.1 25.7 22.6 15.7 11.9

36

区分 合計
回答有

回答拒否

159 102

　
家
内
労
働
者
1
人
当
た
り
の

区分

合計

　
　
　
　
　
　
　
　
平
均
月
収
額

委託者数（事業所） 家内労働者数（人）

委託者数
（事業所）

比率
（％）

合計

未回答

5人 ～ 29人

30人 ～ 99人

100人 ～ 499人

500人以上

従業員数区分

5人未満

※3
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4.　工賃の改定状況

1）.　最近2年間の改定状況 2）.　今後の改定予定

11 26.8 2 4.8

0 0.0 38 92.6

30 73.1 1 2.4

41 100.0 41 100.0

5.　委託業務量の状況

1）.　最近2年間の委託業務量 2）.　今後の委託業務量の見通し

3 7.3 1 2.4

30 73.1 27 65.8

8 19.5 13 31.7

41 100.0 41 100.0

6.　材料・製品の運搬状況 7.　補助材料※4　の家内労働者負担の状況

*複数回答有

27 64.2 11 26.8

2 4.7 30 73.1

9 21.4 41 100.0

3 7.1 ※4　糸、針等

1 2.3

42 100.0

8.　家内労働に使用する機械※5　の状況 9.　不良品が出た場合の取扱い　 *複数回答有

34 82.9 19

委託者持ち 7 17.0 29

労働者持ち 19 46.3 1

どちらの場合もあり 8 19.5 0

6 14.6 0

1 2.4 3

41 100.0 52

※5　ミシン（本縫、平、ロック、工業用）

合計

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

機械あり

機械なし

未回答 その他

弁償させる

買い取らせる

工賃を減額させる

合計

比率
（％）

委託者数
（事業所）

負担あり

負担なし

合計

合計

回答数区分

変わらない

増えた 増える

減った 減る

その他

委託者が直接運搬

未回答

委託者が世話人宅迄運搬

家内労働者が直接運搬

変わらない

合計

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

区分

近く改定予定

下げた 変わらない

変わらない

合計

未回答

合計

合計

やり直しさせる

特別な扱いはしない

比率
（％）

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

区分
委託者数
（事業所）

上げた
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10.　最低工賃分類別　工賃額の状況　（ 1 - 4 ）

従事

家内労働者数

（円） （銭） （人）

イ 身返し端千鳥掛け 千鳥の間隔が6mm
以下のもの 15 0 3

15 0 1

15 0 未回答

 1か所につき  平均  計

14円 50銭 15円 0銭 4

ロ 身返し裏まつり 針目の間隔が8mm
以下のもの 15 0 3

60 0 4

15 0 1

10cmにつき  平均  計

14円 00銭 37円 50銭 8

ハ 身返し星入れ 針目の間隔が10mm
以下のもの 50 0 3

10cmにつき  平均  計

14円 00銭 50円 0銭 3

ニ そで付け裏まつり 針目の間隔が5mm
以下のもの 35 0 4

45 0 17

10cmにつき  平均  計

17円 50銭 43円 10銭 21

ホ そで口裏まつり 針目の間隔が5mm
以下のもの 40 0 17

10cmにつき  平均  計

16円 00銭 40円 0銭 17

ヘ ファスナー裏まつり 針目の間隔が5mm
以下のもの 該当なし

10cmにつき  平均  計

14円 00銭 円 銭 人

ト 襟付けまつり 針目の間隔が5mm
以下のもの 該当なし

10cmにつき  平均  計

16円 50銭 円 銭 人

チ すそまつり 針目の間隔が8mm
以下のもの 17 0 17

11 0 1

20 0 1

10cmにつき  平均  計

11円 00銭 16円 84銭 19

＊　最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託する 12事業所 からの個別回答と、その平均値を表示
＊　平均値は全て、従事家内労働者数による加重平均で算出

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

工程 規格

1単位あたり

工賃単価

現行最低工賃
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10.　最低工賃分類別　工賃額の状況　（ 2 - 4 ）

従事

家内労働者数

（円） （銭） （人）

リ ウエストまつり 該当なし

10cmにつき  平均  計

10円 50銭 円 銭 人

ヌ スナップ付け 2本糸で2度掛けを
行うもの 30 0 3

25 0 4

20 0 1

21 0 1

22 0 1

21 0 1

33 33 6

25 0 1

30 0 1

20 0 2

1組につき  平均  計

21円 00銭 27円 9銭 21

ル カギホック付けウエスト用カギホック
を付けるもの 40 0 3

25 0 1

24 0 1

35 0 1

40 0 1

20 0 2

1組につき  平均  計

23円 00銭 31円 56銭 9

ウエスト用以外のカギホックを 30 0 3

付けるもの 30 0 4

24 0 1

1組につき  平均  計

21円 00銭 29円 25銭 8

＊　最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託する 12事業所 からの個別回答と、その平均値を表示
＊　平均値は全て、従事家内労働者数による加重平均で算出

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

工程 規格

1単位あたり

工賃単価
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10.　最低工賃分類別　工賃額の状況　（ 3 - 4 ）

従事

家内労働者数

（円） （銭） （人）

ヲ 根巻きボタン付け 2つ穴又は4つ穴のボタンで、かつ、 20 0 3

（2本糸2回通しで 力ボタンを付けるもの 20 0 1

 根巻き3回以上の 20 0 1

 もの） 15 0 2

1個につき  平均  計

18円 50銭 18円 57銭 7

2つ穴のボタン
を付けるもの 15 0 3

20 0 4

14 0 1

20 0 1

15 0 1

1個につき  平均  計

12円 50銭 17円 40銭 10

4つ穴のボタン
を付けるもの 15 0 3

15 0 1

20 0 4

14 0 1

20 0 1

15 0 1

1個につき  平均  計

13円 50銭 17円 18銭 11

ワ ボタン付け 2つ穴又は4つ穴のボタン
を付けるもの 10 0 3

（根巻きボタン付け 15 0 1

 を除く） 15 0 1

15 0 2

1個につき  平均  計

10円 50銭 12円 86銭 7

＊　最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託する 12事業所 からの個別回答と、その平均値を表示
＊　平均値は全て、従事家内労働者数による加重平均で算出

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

工程 規格

1単位あたり

工賃単価
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10.　最低工賃分類別　工賃額の状況　（ 4 - 4 ）

従事

家内労働者数

（円） （銭） （人）

カ すそうかし止め 糸ループの長さが
3cmのもの 10 0 3

10 0 1

10 0 2

15 0 1

15 0 1

15 0 1

1か所につき  平均  計

10円 00銭 11円 67銭 9

ヨ ベルト用糸ループ 糸ループの長さが
5cm以下のもの 10 0 3

付け 15 0 1

20 0 2

1か所につき  平均  計

15円 00銭 14円 17銭 6

タ 肩パット付け ワンピース用の肩パットを付けるもの 40 0 2

1着分につき  平均  計

31円 00銭 40円 0銭 2

レ ベンツ×印しつけ 12 0 4

10 0 1

10 0 2

1か所につき  平均  計

9円 00銭 11円 14銭 7

ソ プリーツ×印しつけ 10 0 1

1か所につき  平均  計

8円 00銭 10円 0銭 1

＊　最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託する 12事業所 からの個別回答と、その平均値を表示
＊　平均値は全て、従事家内労働者数による加重平均で算出

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

工程 規格

1単位あたり

工賃単価
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11．最低工賃廃止についての意見（委託者）

（1）委託条件の決定方法

（事業所） （％）

 委託者が決める 23 56.0 8 66.6

 委託者と家内労働者の話し合いで決まる 11 26.8 2 16.6

 どちらの場合もあり 4 9.7 1 8.3

 家内労働者の要求額で決まる 0 0.0 0 0.0

 その他 1 2.4 1 8.3

 未回答 2 4.8 0 0.0

41 100.0 12 100.0

（2）最低工賃が廃止となった場合の影響

（事業所） （％）

 影響が出るとは思わない 24 58.5 9 75.0

 影響が出ると思う 1 2.4 0 0.0

 工賃額が上がる 1 2.4 0 0.0

 工賃額が下がる 0 0.0 0 0.0

 その他 0 0.0 0 0.0

 わからない 16 39.0 3 25.0

41 100.0 12 100.0

（3）最低工賃廃止の是非について

（事業所） （％）

 最低工賃は廃止すべきである 4 9.7 1 8.3

 最低工賃は廃止すべきでない 7 17.0 3 25.0

 工賃額を上げるべきである 0 0.0 0 0.0

 工賃額を下げるべきである 0 0.0 0 0.0

 工賃額は現状のままでよい 6 14.6 3 25.0

 その他 1 2.4 0 0.0

 どちらでもよい 29 70.7 8 66.6

 未回答 1 2.4 0 0.0

41 100.0 12 100.0

※6　うち、最低工賃の設定工程に係る業務を委託している委託者についての回答

合計

区分

合計

委託者数 と 比率

※6

委託者数 と 比率

※6

委託者数 と 比率

※6

区分

合計

区分
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12.　委託者からの意見（現在の業界の状況や家内労働の委託状況等について）

・ 受け取り工賃が上がっていないので年々苦しくなっています。

・ 工賃が何十年も上がっていません。ここにきてコロナの影響で仕事が減ってきている
ので大変なところです。

・ アパレル、縫製業界全体の工賃アップを指導して欲しい。海外工賃ベースでの決定が
なされるため、末端の内職にまじ影響がでると考える。

・ 決まったものがないので、慣れるまでに時間がかかります。長く勤めていれば2～3年
で倍くらいになります。最初はなかなか工賃はいきません。

・ 特殊な縫製の為、技能を身につけたら長く続けてもらいたいと思っているが、このコロ
ナの蔓延により全国のお祭りは中止となり仕事は激減。縫製の内職の方が高年齢の
中、若い方もパートに出る位の収入を目標としていましたが、今非常に厳しい状況で
す。雇用調整助成金と同様に内職の方にも補助があればありがたいと思った。

意見
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Ⅱ．家内労働者調査結果

1.　回答状況

（事業所） （事業所）※2 （人）※2

　調査対象数　※1 41

　回答数 35 12 18

※1　委託者宛調査にて「委託あり」が判明した 41事業所を全数として集計

※2　うち、最低工賃の設定工程・規格に係る業務に従事する家内労働者数とその所属事業所数

2.　年齢階層別　家内労働者数

男性（人） 合計（人） （％）

0 0 0.0

0 7 11.4

0 5 8.1

0 7 11.4

0 12 19.6

2 23 37.7 　　＊平均年齢

1 4 6.5 　　　　63.2歳

0 3 3 4.9

3 61 100.0

3.　世帯主との続柄別　家内労働者数 4.　就業形態別　家内労働者数

（人） （％） （人） （％）

21 34.4 6 9.8

34 55.7 5 8.1

0 0.0 42 68.8

0 0.0 7 11.4

1 1.6 1 1.6
3 4.9 61 100.0
2 3.2

61 100.0

5.　工賃月収別　家内労働者数

（％） （人） （％）

　   5,000円未満 9 14.7 2 3.2

　   5,000円以上　～　10,000円未満 2 3.2 6 9.8

　   10,000円以上　～　25,000円未満 8 13.1 17 27.8

　   25,000円以上　～　50,000円未満 24 39.3 20 32.7

   　50,000円以上　～　75,000円未満 10 16.3 9 14.7

  　 75,000円以上　～　100,000円未満 4 6.5 3 4.9

   　100,000円以上　～　125,000円未満 0 0.0 1 1.6

   　125,000円以上　～　150,000円未満 1 1.6 0 0.0

   　150,000円以上　～　175,000円未満 1 1.6 1 1.6

   　175,000円以上　～　200,000円未満 0 0.0 0 0.0

   　200,000円以上 1 1.6 1 1.6

    未回答 1 1.6 1 1.6

合計 61 100.0 61 100.0

未回答

1か月平均

平均月収額（円）

令和3年7月分

41,145 38,630

区分

区分区分

（人）

父母

妻

本人

合計

その他

内職

副業

専業

未回答子供

夫

合計

その他

5

7

7

0

58

3

21

12

30歳以上　～　40歳未満

70歳以上　～　80歳未満

合計

80歳以上

60歳以上　～　70歳未満

50歳以上　～　60歳未満

40歳以上　～　50歳未満

未回答

30歳未満

区分

所属事業所数および家内労働者数
区分

女性（人）

61

82

（人）
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6.　経験年数別　家内労働者数 7.　1日あたりの平均作業時間数

（人） （％） （人） （％）

5 8.1 0 0.0

5 8.1 3 4.9

14 22.9 13 21.3

23 37.7 29 47.5

8 13.1 11 18.0

2 3.2 2 3.2

  未回答 4 6.5 3 4.9

61 100.0 61 100.0

18.2年 4.4時間

8.　1か月あたりの就業日数

（人） （％）

8 13.1

3 4.9

7 11.4

18 29.5

16 26.2

7 11.4

  未回答 2 3.2

61 100.0

9.　補助材料※3　の家内労働者負担について 10.　不良品を出した場合の取扱い　 *複数回答有

（人） （％） 回答数

13 21.3 23

44 72.1 39

4 6.5 2

61 100.0 0

※3　針、糸、鋏、電気代、ミシン掃除に用いる 4

　　 　エアー代　等 68

11.　現在支払われている工賃額について

（人） （％）

33 54.0

4 6.5

24 39.3

0 0.0

61 100.0

11.4

4.9

6.5

平均年数： 平均就業時間：

（％）（人）

3

4

 2時間以上 ～ 4時間未満

 1時間以上 ～ 2時間未満

 1時間未満

区分

 未回答

 8時間以上

 6時間以上 ～ 8時間未満

 4時間以上 ～ 6時間未満

合計

合計

その他

年間1か月平均

買い取りをさせられる

工賃を減額される

やり直しをさせられる

問題にされない

区分

7

22

15

7

61

3

24.5

満足している

満足していない

どちらともいえない

未回答

合計

区分

平均日数（日） 15.6 17.1

  20日以上 ～ 25日未満

  25日以上

合計

区分

合計

未回答

負担なし

負担あり

100.0

4.9

11.4

36.0

  15日以上 ～ 20日未満

令和3年7月
区分

  5日未満

  5日以上 ～ 10日未満

  10日以上 ～ 15日未満

区分

合計

  3年未満

  3年以上 ～ 5年未満

  5年以上 ～ 10年未満

  10年以上 ～ 30年未満

  30年以上 ～ 50年未満

  50年以上
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12．最低工賃廃止についての意見（家内労働者）

（1）委託条件の決定方法

（人） （％）

 会社が工賃額を決める 44 72.1 17 94.4

 自分が要求する工賃額で決まる 0 0.0 0 0.0

 両社の話し合いで工賃額が決まる 10 16.3 1 5.5

 その他 0 0.0 0 0.0

 未回答 7 11.4 0 0.0

61 100.0 18 100.0

（2）家内労働を行っている理由　　＊複数回答有

 生計を維持するため

 家計を補助するため

 自分の自由なお金を得るため

 余暇時間を活用するため

 会社に協力を依頼されて

 その他

（3）最低工賃が廃止となった場合の影響

（人） （％）

 影響が出るとは思わない 27 44.2 10 55.5

 影響が出ると思う 4 6.5 3 16.6

 委託工賃額が上がる 0 0.0 0 0.0

 委託工賃額が下がる 4 6.5 3 16.6

 上がるか下がるかは不明 0 0.0 0 0.0

 未回答 0 0.0 0 0.0

 わからない 26 42.6 5 27.7

 未回答 4 6.5 0 0.0

61 100.0 18 100.0

（4）最低工賃廃止の是非について

（人） （％）

 最低工賃は廃止すべきである 1 1.6 0 0.0

 最低工賃は廃止すべきでない 19 31.1 6 33.3

 工賃額を上げるべきである 12 19.6 4 22.2

 工賃額を下げるべきである 0 0.0 0 0.0

 工賃額は現状のままでよい 6 9.8 2 11.1

 その他 1 1.6 0 0.0

 どちらでもよい 37 60.6 12 66.6

 未回答 4 6.5 0 0.0

61 100.0 18 100.0

※4　うち、最低工賃の設定工程に係る業務を請け負う家内労働者についての回答

区分

合計

区分

合計

合計

合計

区分

区分

家内労働者数 と 比率

※4

家内労働者数 と 比率

※4

家内労働者数 と 比率

※4

家内労働者数 と 比率

※4（人）

3

8

22

14

07

20

6

5

2574

1

2

11
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13.　家内労働者からの意見（現在の業界の状況や家内労働の委託状況等について）

・ 埼玉労働局が提示している最低工賃を基準に会社が内職工賃表を作っているため細
かく金額がわからない部分があります。最低工賃が廃止になってしまうと会社が自由
に工賃を決めてしまう為、今の工賃より下回る可能性もあります。手で仕事をしている
部分は、本来もっと高くてもいいはずです。その点もふまえて、最低工賃は廃止せず、
もうすこし上がることを望みます。

・ 県内平均工賃を表示してほしい。

・ 割が合わないと思う時もありますが、仕事をさせてもらってありがたいと思っています。
今年は、仕事がない月が多かったです。

・ 同じ仕事でパートと内職を経験してみて、技術のいる仕事なのに効率が悪く時給に当てはめて
みて工賃の安さが不満ではありますが、高齢でパートに出る気もないので、仕事がないよりかは
いいか！って感じで続けています。それも長年パートで慣れてたからのことであって、外に出ら
れない事情のある人で始めようとしても慣れるまでに日がかかりほとんど長続きしません。会社
もギリギリでやってるのを知っているので、お金のことはいえません。

・ 私は現在充分な工賃を頂き、且つ楽しく内職をできています。多くの人が得意な技術を
活かし仕事ができることを望みます。最低工賃が低いとあらゆる縫製に関しての工賃
を軽く見られてしまいます。

・ 会社と工賃検討の際に初めて最低工賃の表を見ましたが、素材などによって難易度も
かなり変わってくるのであまり参考にはならない印象でした。しかし、表に書かれた通り
の最低工賃で働いている人が今でもいらっしゃるのであれば、上げる方向での検討が
なされるといいなと思います。縫製の技術は経験の数に裏打ちされる素晴らしい財産
だと思います。

意見
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埼玉県縫製業　家内労働実態調査結果　概要 ・・・・ 1～2

Ⅰ．　委託者調査結果

　1.　調査事業所回答状況及び委託状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
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令和４年度埼玉県縫製業（追加）家内労働実態調査結果 概要 

埼玉労働局労働基準部賃金室 

Ⅰ 調査の実施 

１ 調査の目的 

この調査は、埼玉県における縫製業の家内労働について、委託者や家内労働者の個別

の事例を把握し、最低工賃決定の審議に資するための基礎資料を得ることを目的とする

ものである。昨年度 159 事業所について調査を実施したが、より調査の精度を上げるた

め追加・補完調査を本年度実施した。 

２ 調査対象委託者及び家内労働者 

 埼玉県内の縫製業の委託者４１事業所及びその家内労働者（各事業所 2 名）を対象と

したが、抽出に当たっては次のとおり行った。 

・委託者については、昨年（令和３年度）に実施した同調査を参考に、埼玉県内の衣

服・その他の繊維製品製造業の事業所のうち、家内労働委託事業所名簿に「11 繊維

工業」の業種にて登載されている事業所より下記①②のとおり合わせて４１事業所

を抽出した。 

① 昨年度実施した調査で「回答保留」となっている事業所３４事業所。（廃止あ

るいは「委託なし」を確認できた事業所を除く。） 

② 昨年度の調査において「過去に委託を行っていたが現在行っていない」との名

簿上の記載に基づき、調査対象から外れていた事業所１７０件の現況を電話で

確認したところ、７件から委託再開の旨回答を得た。それに基づく７事業所 

・家内労働者については、上記委託者４１事業所に対し、委託先の家内労働者から任

意に 2名（2 名いない場合は 1 名）の抽出を、現行の最低工賃が設定されている「ま

とめの業務」を行っている者を優先させることを条件として依頼した。 

３ 調査事項 

 別添調査票の記載項目とした。 

４ 調査実施年月日 

 調査は、令和 4年 9月 13 日から同年 9 月 30 日までを調査期間として実施した。 

５ 調査対象年月日 

 調査は、令和 4 年 7 月末日現在（工賃の支払い状況については令和 4 年 7 月分、工賃

改定状況及び仕事量については最近 2 年間）の状況について実施した。 
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６ 調査方法 

 調査は、郵送による通信調査で実施した。 

2 種類の調査票（委託者用調査票・家内労働者用調査票）を委託者宛に送付し、家内労

働者用調査票については当該委託者に対象家内労働者の抽出及び配布を依頼した。 

調査票の提出については、委託者、家内労働者ともに、返信用封筒により直接当局へ送

付するよう依頼した。なお、一部については、電話聴取により回答を得た。 

Ⅱ 調査結果の概要 

１ 委託者調査については、調査対象委託者４１事業所のうち１５事業所より回答を得ら

れた（回答率 36.58％）。回答の内訳は、①委託あり：５事業所、②委託なし：８事業所、

③事業所廃止：２事業所、（④郵便返戻：２事業所、⑤未回答 24 事業所）という内容であ

った。なお、委託あり事業所のうち、最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託してい

る委託者数は１事業所、その中最低工賃の設定工程・規格に係る業務に従事する家内労

働者数は１名であった。【未提出事業場については 10 月中旬に督促の架電を行った。】 

２ 家内労働者調査については、調査対象 41事業所のうち、５事業所に所属する７名（男

性１名、女性６名）から回答を得た。そのうち、最低工賃の設定工程・規格に係る業務に

従事する家内労働者からの回答数は０件であった。 

３ 集計結果は４頁以降の通りであり、回答のあった事業所及び家内労働者全数について

まとめた。 

＜参考＞ 委託者数および家内労働者数の変遷 

調査年度 H10 H13 H21 H24 H27 H30 R3 R4 追加 

委
託
者
数 

調査対象委託

者数（事業

所） 
133 106 186 232 171 114 159 41 

うち「委託あ

り」回答 
委託者数（事

業所） 

85 60 38 53 35 45 41 5 

最低工賃の設定工

程・規格に係る業務

を委託している委託

者数（名） 

47 31 10 14 12 12 12 1 

最低工賃の設定工

程・規格に係る業務

に従事する家内労働

者数（名） 

909 500 237 61 89 84 65 1 



Ⅰ．委託者調査結果

1.　調査事業所回答状況及び委託状況

委託あり 委託なし 廃止等

*　「回答有」欄には、「電話連絡受け分」を含む

2.　規模別委託者数及び家内労働者数

※1 男 女 合計 ※2

6 1 1 5 6 1

2 0 1 15 16 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 .
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 1 2 20 22 1

※1　うち、最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託している委託者数

※2　うち、最低工賃の設定工程・規格に係る業務に従事する家内労働者数

3.　工賃の支払い状況（令和3年7月分）

　　　   0円以上 ～ 10,000円未満 1 14.2

　　　   10,000円以上 ～ 15,000円未満 0 0.0

　　　   15,000円以上 ～ 20,000円未満 0 0.0

　　　   20,000円以上 ～ 25,000円未満 1 14.2

　　　   25,000円以上 ～ 30,000円未満 0 0.0

　　　   30,000円以上 ～ 35,000円未満 0 0.0

　　　   35,000円以上 ～ 40,000円未満 1 14.2

　　　   40,000円以上 ～ 45,000円未満 0 0.0

　　　   45,000円以上 ～ 50,000円未満 1 14.2

　　　   50,000円以上 ～ 55,000円未満 0 0.0

　　　   55,000円以上 ～ 60,000円未満 0 0.0

　　　   60,000円以上 ～ 65,000円未満 0 0.0

　　　   65,000円以上 ～ 100,000円未満 0 0.0

　　　   100,000円以上 ～ 150,000円未満 1 14.2

　　　   150,000円以上 ～ 0 0.0

　　　　未回答 2 28.5

7 100.0

※3　各委託者ごとの1か月の支払工賃額から、1人平均の月収額を算出し分類

委託者ごとの「1人平均の月収額」を単純平均した、平均月収額 47,195 円

58.5

242

未回答

 調査実施
 事業所数

5 2

比率
（％）

100.0 36.5 12.1 19.5 4.8 4.8

8

区分 合計
回答有

郵便返戻

41 15

　
家
内
労
働
者
1
人
当
た
り
の

区分

合計

　
　
　
　
　
　
　
　
平
均
月
収
額

委託者数（事業所） 家内労働者数（人）

委託者数
（事業所）

比率
（％）

合計

未回答

5人 ～ 29人

30人 ～ 99人

100人 ～ 499人

500人以上

従業員数区分

5人未満

※3
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4.　工賃の改定状況

1）.　最近2年間の改定状況 2）.　今後の改定予定

2 40.0 1 20.0

0 0.0 4 80.0

3 60.0 0 0.0

5 100.0 5 100.0

5.　委託業務量の状況

1）.　最近2年間の委託業務量 2）.　今後の委託業務量の見通し

2 40.0 2 40.0

2 40.0 1 20.0

1 20.0 2 40.0

5 100.0 5 100.0

6.　材料・製品の運搬状況 7.　補助材料※4　の家内労働者負担の状況

*複数回答有

5 100.0 0 0.0

0 0.0 5 100.0

0 0.0 5 100.0

0 0.0 ※4　糸、針等

0 0.0

5 100.0

8.　家内労働に使用する機械※5　の状況 9.　不良品が出た場合の取扱い　 *複数回答有

4 80.0 2

委託者持ち 3 60.0 3

労働者持ち 1 20.0 0

どちらの場合もあり 0 0.0 0

1 20.0 0

0 0.0 1

5 100.0 6

※5　ミシン（本縫、平、ロック、工業用）

合計

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

機械あり

機械なし

未回答 その他

弁償させる

買い取らせる

工賃を減額させる

合計

比率
（％）

委託者数
（事業所）

負担あり

負担なし

合計

合計

回答数区分

変わらない

増えた 増える

減った 減る

その他

委託者が直接運搬

未回答

委託者が世話人宅迄運搬

家内労働者が直接運搬

変わらない

合計

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

区分

近く改定予定

下げた 変わらない

変わらない

合計

未回答

合計

合計

やり直しさせる

特別な扱いはしない

比率
（％）

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

区分
委託者数
（事業所）

比率
（％）

区分
委託者数
（事業所）

上げた
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10.　最低工賃分類別　工賃額の状況　（ 1 - 4 ）

従事

家内労働者数

（円） （銭） （人）

イ 身返し端千鳥掛け  千鳥の間隔が6mm以下のもの 10 0 1

 1か所につき  平均  計

14円 50銭 10円 0銭 1

ロ 身返し裏まつり  針目の間隔が8mm以下のもの 10 0 1

10cmにつき  平均  計

14円 00銭 10円 0銭 1

ハ 身返し星入れ  針目の間隔が10mm以下のもの

10cmにつき  平均  計

14円 00銭 0円 0銭 0

ニ そで付け裏まつり  針目の間隔が5mm以下のもの

10cmにつき  平均  計

17円 50銭 #DIV/0! 0銭 0

ホ そで口裏まつり  針目の間隔が5mm以下のもの

10cmにつき  平均  計

16円 00銭 0円 0銭 0

ヘ ファスナー裏まつり  針目の間隔が5mm以下のもの 該当なし

10cmにつき  平均  計

14円 00銭 円 銭 人

ト 襟付けまつり  針目の間隔が5mm以下のもの 該当なし

10cmにつき  平均  計

16円 50銭 円 銭 人

チ すそまつり  針目の間隔が8mm以下のもの

10cmにつき  平均  計

11円 00銭 0円 0銭 0

＊　最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託する 1事業所 からの個別回答と、その平均値を表示
＊　平均値は全て、従事家内労働者数による加重平均で算出

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

工程 規格

1単位あたり

工賃単価

現行最低工賃
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10.　最低工賃分類別　工賃額の状況　（ 2 - 4 ）

従事

家内労働者数

（円） （銭） （人）

リ ウエストまつり

10cmにつき  平均  計

10円 50銭 円 銭 人

ヌ スナップ付け  2本糸で2度掛けを行うもの

1組につき  平均  計

21円 00銭 #DIV/0! 0

ル カギホック付け  ウエスト用カギホックを付けるもの

1組につき  平均  計

23円 00銭 #DIV/0! 0

ウエスト用以外のカギホックを

付けるもの

1組につき  平均  計

21円 00銭 #DIV/0! 0

＊　最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託する 1事業所 からの個別回答と、その平均値を表示
＊　平均値は全て、従事家内労働者数による加重平均で算出

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

工程 規格

1単位あたり

工賃単価

- 6 -



10.　最低工賃分類別　工賃額の状況　（ 3 - 4 ）

従事

家内労働者数

（円） （銭） （人）

ヲ 根巻きボタン付け 2つ穴又は4つ穴のボタンで、かつ、 15 0 1

（2本糸2回通しで 力ボタンを付けるもの

 根巻き3回以上の

 もの）

1個につき  平均  計

18円 50銭 15円 銭 1

 2つ穴のボタンを付けるもの

0

0

1個につき  平均  計

12円 50銭 #DIV/0! 銭 0

 4つ穴のボタンを付けるもの

0

1個につき  平均  計

13円 50銭 #DIV/0! 銭 0

ワ ボタン付け  2つ穴又は4つ穴のボタンを付けるもの

（根巻きボタン付け

 を除く）

0

0

1個につき  平均  計

10円 50銭 #DIV/0! 銭 0

＊　最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託する 1事業所 からの個別回答と、その平均値を表示
＊　平均値は全て、従事家内労働者数による加重平均で算出

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

工程 規格

1単位あたり

工賃単価
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10.　最低工賃分類別　工賃額の状況　（ 4 - 4 ）

従事

家内労働者数

（円） （銭） （人）

カ すそうかし止め  糸ループの長さが3cmのもの

0

1か所につき  平均  計

10円 00銭 #DIV/0! 銭 0

ヨ ベルト用糸ループ  糸ループの長さが5cm以下のもの

付け

0

0

1か所につき  平均  計

15円 00銭 #DIV/0! 銭 0

タ 肩パット付け ワンピース用の肩パットを付けるもの

1着分につき  平均  計

31円 00銭 0円 0銭 0

レ ベンツ×印しつけ

0

1か所につき  平均  計

9円 00銭 #DIV/0! 銭 0

ソ プリーツ×印しつけ

1か所につき  平均  計

8円 00銭 0円 0銭 0

＊　最低工賃の設定工程・規格に係る業務を委託する 1事業所 からの個別回答と、その平均値を表示
＊　平均値は全て、従事家内労働者数による加重平均で算出

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

現行最低工賃

工程 規格

1単位あたり

工賃単価
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11．最低工賃廃止についての意見（委託者）

（1）委託条件の決定方法

（事業所） （％）

 委託者が決める 2 40.0 0 0.0

 委託者と家内労働者の話し合いで決まる 2 40.0 1 100.0

 どちらの場合もあり 1 20.0 0 0.0

 家内労働者の要求額で決まる 0 0.0 0 0.0

 その他 0 0.0 0 0.0

 未回答 0 0.0 0 0.0

5 100.0 1 100.0

（2）最低工賃が廃止となった場合の影響

（事業所） （％）

 影響が出るとは思わない 4 80.0 1 100.0

 影響が出ると思う 0 0.0 0 0.0

 工賃額が上がる 0 0.0 0 0.0

 工賃額が下がる 0 0.0 0 0.0

 その他 0 0.0 0 0.0

 わからない 1 20.0 0 0.0

5 100.0 1 100.0

（3）最低工賃廃止の是非について

（事業所） （％）

 最低工賃は廃止すべきである 2 40.0 1 100.0

 最低工賃は廃止すべきでない 1 20.0 0 0.0

 工賃額を上げるべきである 1 20.0 0 0.0

 工賃額を下げるべきである 0 0.0 0 0.0

 工賃額は現状のままでよい 0 0.0 0 0.0

 その他 0 0.0 0 0.0

 どちらでもよい 2 40.0 0 0.0

 未回答 0 0.0 0 0.0

5 100.0 1 100.0

※6　うち、最低工賃の設定工程に係る業務を委託している委託者についての回答

合計

区分

合計

委託者数 と 比率

※6

委託者数 と 比率

※6

委託者数 と 比率

※6

区分

合計

区分

- 9 -



12.　委託者からの意見（現在の業界の状況や家内労働の委託状況等について）

・ 意見なし。

意見
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Ⅱ．家内労働者調査結果

1.　回答状況

（事業所） （事業所）※2 （人）※2

　調査対象数　※1 41

　回答数 5 0 0

※1　委託者宛調査にて「委託あり」が判明した 41事業所を全数として集計

※2　うち、最低工賃の設定工程・規格に係る業務に従事する家内労働者数とその所属事業所数

2.　年齢階層別　家内労働者数

男性（人） 合計（人） （％）

0 0 0.0

0 0 0.0

0 0 0.0

0 0 0.0

0 0 0.0

1 4 57.1 　　＊平均年齢

0 1 14.2 77.4歳

0 2 2 28.5

1 7 100.0

3.　世帯主との続柄別　家内労働者数 4.　就業形態別　家内労働者数

（人） （％） （人） （％）

4 57.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0

0 0.0 3 42.8

0 0.0 0 0.0

0 0.0 4 57.1
0 0.0 7 100.0
3 42.8
7 100.0

5.　工賃月収別　家内労働者数

（％） （人） （％）

　   5,000円未満 0 0.0 0 0.0

　   5,000円以上　～　10,000円未満 0 0.0 0 0.0

　   10,000円以上　～　25,000円未満 1 14.2 1 14.2

　   25,000円以上　～　50,000円未満 1 14.2 1 14.2

   　50,000円以上　～　75,000円未満 0 0.0 0 0.0

  　 75,000円以上　～　100,000円未満 0 0.0 0 0.0

   　100,000円以上　～　125,000円未満 1 14.2 1 14.2

   　125,000円以上　～　150,000円未満 0 0.0 0 0.0

   　150,000円以上　～　175,000円未満 0 0.0 0 0.0

   　175,000円以上　～　200,000円未満 0 0.0 0 0.0

   　200,000円以上 0 0.0 0 0.0

    未回答 4 57.1 4 57.1

合計 7 100.0 7 100.0

未回答

1か月平均

平均月収額（円）

令和3年7月分

60,000 58,333

区分

区分区分

（人）

父母

妻

本人

合計

その他

内職

副業

専業

未回答子供

夫

合計

その他

0

0

0

0

6

1

3

0

30歳以上　～　40歳未満

70歳以上　～　80歳未満

合計

80歳以上

60歳以上　～　70歳未満

50歳以上　～　60歳未満

40歳以上　～　50歳未満

未回答

30歳未満

区分

所属事業所数および家内労働者数
区分

女性（人）

7

82

（人）
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6.　経験年数別　家内労働者数 7.　1日あたりの平均作業時間数

（人） （％） （人） （％）

0 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0

3 42.8 3 42.8

0 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0

  未回答 4 57.1 4 57.1

7 100.0 7 100.0

18.2年 4.4時間

8.　1か月あたりの就業日数

（人） （％）

1 14.2

0 0.0

0 0.0

0 0.0

2 28.5

0 0.0

  未回答 4 57.1

7 100.0

9.　補助材料※3　の家内労働者負担について 10.　不良品を出した場合の取扱い　 *複数回答有

（人） （％） 回答数

0 0.0 1

3 42.8 1

4 57.1 0

7 100.0 0

※3　針、糸、鋏、電気代、ミシン掃除に用いる 1

　　 　エアー代　等 3

11.　現在支払われている工賃額について 未回答 4

（人） （％）

2 28.5

0 0.0

1 14.2

4 57.1

7 100.0

0.0

0.0

14.2

平均年数： 平均就業時間：

（％）（人）

0

1

 2時間以上 ～ 4時間未満

 1時間以上 ～ 2時間未満

 1時間未満

区分

 未回答

 8時間以上

 6時間以上 ～ 8時間未満

 4時間以上 ～ 6時間未満

合計

合計

その他

年間1か月平均

買い取りをさせられる

工賃を減額される

やり直しをさせられる

問題にされない

区分

0

2

0

0

7

4

0.0

満足している

満足していない

どちらともいえない

未回答

合計

区分

平均日数（日） 15.3 14.6

  20日以上 ～ 25日未満

  25日以上

合計

区分

合計

未回答

負担なし

負担あり

100.0

57.1

0.0

28.5

  15日以上 ～ 20日未満

令和3年7月
区分

  5日未満

  5日以上 ～ 10日未満

  10日以上 ～ 15日未満

区分

合計

  3年未満

  3年以上 ～ 5年未満

  5年以上 ～ 10年未満

  10年以上 ～ 30年未満

  30年以上 ～ 50年未満

  50年以上
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12．最低工賃廃止についての意見（家内労働者）

（1）委託条件の決定方法

（人） （％）

 会社が工賃額を決める 1 14.2 0 #DIV/0!

 自分が要求する工賃額で決まる 0 0.0 0 #DIV/0!

 両社の話し合いで工賃額が決まる 1 14.2 0 #DIV/0!

 その他 0 0.0 0 #DIV/0!

 未回答 5 71.4 0 #DIV/0!

7 100.0 0 #DIV/0!

（2）家内労働を行っている理由　　＊複数回答有

 生計を維持するため

 家計を補助するため

 自分の自由なお金を得るため

 余暇時間を活用するため

 会社に協力を依頼されて

 その他

未回答　４
（3）最低工賃が廃止となった場合の影響

（人） （％）

 影響が出るとは思わない 1 14.2 0 #DIV/0!

 影響が出ると思う 0 0.0 0 #DIV/0!

 委託工賃額が上がる 0 0.0 0 #DIV/0!

 委託工賃額が下がる 0 0.0 0 #DIV/0!

 上がるか下がるかは不明 0 0.0 0 #DIV/0!

 未回答 0 0.0 0 #DIV/0!

 わからない 2 28.5 0 #DIV/0!

 未回答 4 57.1 0 #DIV/0!

7 100.0 0 #DIV/0!

（4）最低工賃廃止の是非について

（人） （％）

 最低工賃は廃止すべきである 1 14.2 0 #DIV/0!

 最低工賃は廃止すべきでない 1 14.2 0 #DIV/0!

 工賃額を上げるべきである 0 0.0 0 #DIV/0!

 工賃額を下げるべきである 0 0.0 0 #DIV/0!

 工賃額は現状のままでよい 1 14.2 0 #DIV/0!

 その他 0 0.0 0 #DIV/0!

 どちらでもよい 1 14.2 0 #DIV/0!

 未回答 4 　 0 #DIV/0!

7 100.0 0 #DIV/0!

※4　うち、最低工賃の設定工程に係る業務を請け負う家内労働者についての回答

区分

合計

区分

合計

合計

合計

区分

区分

家内労働者数 と 比率

※4

家内労働者数 と 比率

※4

家内労働者数 と 比率

※4

家内労働者数 と 比率

※4（人）

0

0

1

0

00

2

0

0

03

0

0

0
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13.　家内労働者からの意見（現在の業界の状況や家内労働の委託状況等について）

・ 私の仕ごとは今までで変わった事はないので（３０年位）もうどちらともはっきり言えま
せん。みんなが良くなる事はうれしいです。

・ ウェディングドレスなので一着全部のまとめなので何ｃｍと言う計算は出来ません。

意見
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最低工賃改定試算表 ※最低額からは、最低工賃以下のデータを除外。

縫製 【引き上げ幅】 (円） (人）

工程 工賃額 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
R3

最低委託
額
人数

14.5 14.65 14.79 14.94 15.08 15.23 15.37 15.52 15.66 15.81 15.95 16.10 16.24 16.39 16.53 16.68 17.40 18.13 18.85 19.58 20.30 21.03 21.75 15.0
● ●●●● 5
14.0 14.14 14.28 14.42 14.56 14.70 14.84 14.98 15.12 15.26 15.40 15.54 15.68 15.82 15.96 16.10 16.80 17.50 18.20 18.90 19.60 20.30 21.00 15.0

● ●●●● ●●●● 9
14.0 14.14 14.28 14.42 14.56 14.70 14.84 14.98 15.12 15.26 15.40 15.54 15.68 15.82 15.96 16.10 16.80 17.50 18.20 18.90 19.60 20.30 21.00 50.0

●●● 3
17.5 17.68 17.85 18.03 18.20 18.38 18.55 18.73 18.90 19.08 19.25 19.43 19.60 19.78 19.95 20.13 21.00 21.88 22.75 23.63 24.50 25.38 26.25 35.0

全員 21
16.0 16.16 16.32 16.48 16.64 16.80 16.96 17.12 17.28 17.44 17.60 17.76 17.92 18.08 18.24 18.40 19.20 20.00 20.80 21.60 22.40 23.20 24.00 40.0

全員 17
ファスナー裏まつり 14.0 14.14 14.28 14.42 14.56 14.70 14.84 14.98 15.12 15.26 15.40 15.54 15.68 15.82 15.96 16.10 16.80 17.50 18.20 18.90 19.60 20.30 21.00 なし 0
襟付けまつり 16.5 16.67 16.83 17.00 17.16 17.33 17.49 17.66 17.82 17.99 18.15 18.32 18.48 18.65 18.81 18.98 19.80 20.63 21.45 22.28 23.10 23.93 24.75 なし 0

11.0 11.11 11.22 11.33 11.44 11.55 11.66 11.77 11.88 11.99 12.10 12.21 12.32 12.43 12.54 12.65 13.20 13.75 14.30 14.85 15.40 15.95 16.50 11.0

●

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●

19

ウエストまつり 10.5 10.61 10.71 10.82 10.92 11.03 11.13 11.24 11.34 11.45 11.55 11.66 11.76 11.87 11.97 12.08 12.60 13.13 13.65 14.18 14.70 15.23 15.75 なし 0
21.0 21.21 21.42 21.63 21.84 22.05 22.26 22.47 22.68 22.89 23.10 23.31 23.52 23.73 23.94 24.15 25.20 26.25 27.30 28.35 29.40 30.45 31.50 21.0

●●●●● ● ●●●●● ●●●●
●●●●●
● 21

23.0 23.23 23.46 23.69 23.92 24.15 24.38 24.61 24.84 25.07 25.30 25.53 25.76 25.99 26.22 26.45 27.60 28.75 29.90 31.05 32.20 33.35 34.50 24.0
●● ● ● ●●●●● 9
21.0 21.21 21.42 21.63 21.84 22.05 22.26 22.47 22.68 22.89 23.10 23.31 23.52 23.73 23.94 24.15 25.20 26.25 27.30 28.35 29.40 30.45 31.50 24.0

●
●●●●●
●● 8

18.5 18.69 18.87 19.06 19.24 19.43 19.61 19.80 19.98 20.17 20.35 20.54 20.72 20.91 21.09 21.28 22.20 23.13 24.05 24.98 25.90 26.83 27.75 20.0
●●● ●●●●● 8
12.5 12.63 12.75 12.88 13.00 13.13 13.25 13.38 13.50 13.63 13.75 13.88 14.00 14.13 14.25 14.38 15.00 15.63 16.25 16.88 17.50 18.13 18.75 14.0

● ●●●● ●●●●● 10

13.5 13.64 13.77 13.91 14.04 14.18 14.31 14.45 14.58 14.72 14.85 14.99 15.12 15.26 15.39 15.53 16.20 16.88 17.55 18.23 18.90 19.58 20.25 14.0

● ●●●●● ●●●●● 11

10.5 10.61 10.71 10.82 10.92 11.03 11.13 11.24 11.34 11.45 11.55 11.66 11.76 11.87 11.97 12.08 12.60 13.13 13.65 14.18 14.70 15.23 15.75 15.0
●●● ●●●● 7
10.0 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 10.60 10.70 10.80 10.90 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 10.0

●●●●●
●

●●● 9

15.0 15.15 15.30 15.45 15.60 15.75 15.90 16.05 16.20 16.35 16.50 16.65 16.80 16.95 17.10 17.25 18.00 18.75 19.50 20.25 21.00 21.75 22.50 15.0
●●●● ●● 6
31.0 31.31 31.62 31.93 32.24 32.55 32.86 33.17 33.48 33.79 34.10 34.41 34.72 35.03 35.34 35.65 37.20 38.75 40.30 41.85 43.40 44.95 46.50 40.0

●● 2
9.0 9.09 9.18 9.27 9.36 9.45 9.54 9.63 9.72 9.81 9.90 9.99 10.08 10.17 10.26 10.35 10.80 11.25 11.70 12.15 12.60 13.05 13.50 10.0

●●● ●●●● 7
8.0 8.08 8.16 8.24 8.32 8.40 8.48 8.56 8.64 8.72 8.80 8.88 8.96 9.04 9.12 9.20 9.60 10.00 10.40 10.80 11.20 11.60 12.00 10.0

● 1

※１平成11年～令和4年10月にかけての消費者物価指数（さいたま市、持家の帰属家賃を除く総合）　6.32％上昇

●・・・対象者の分布（数値を超えない範囲）
ただし、50%を超えるものは50%に記載。
最低工賃を以下は、最低工賃に記載。

力ボタンあり

２つ穴

４つ穴

根巻きボタン付け

すそまつり

スナップ付け

ウエスト用

ウエスト以外

カギホック付け

見返し端千鳥掛け

見返し裏まつり

見返し星入れ

そで付け裏まつり

そで口裏まつり

プリーツ×印しつけ

ボタン付け

すそうかし止め

ベルト用糸ループ付け

肩パット付け(ワンピース用）

ベンツ×印しつけ



H10 H13 H21 H24 H27 H30 R3～R4

調査対象委
託者数（事
業所）

133 106 186 232 171 114 200

うち「委託
あり」回答
委託者数
（事業所）

85 60 38 53 35 45 46

47 31 10 14 12 12 13

909 500 237 61 89 84 66

【資料出所：埼玉労働局賃金室「縫製製造業家内労働実態調査】

H24 H25 H26 H27 H29 H30 R1 R2　※

事務所数（従
業員4人以
上）

186 176 160 186 150 144 131 113

従業員数 2,547 2,559 2,410 2,441 2,348 2,314 2,233 2,053

現金給与額
（万円）

552,504 561,479 536,399 517,844 538,107 562,752 534,132 517,241

原材料使用額
等（万円）

1,115,617 1,037,832 938,711 1,054,901 1,125,988 1,064,135 1,282,132 1,124,999

製造品出荷額
等（万円）

2,164,167 2,121,494 2,022,505 2,182,354 2,283,422 2,183,992 2,458,315 2,187,788

生産額（万
円）

2,201,066 2,117,789 2,000,363 1,715,842 2,120,618 1,984,949 1,975,922 記載なし

資料出所
埼玉県工業統

計調査
埼玉県工業
統計調査

埼玉県工業
統計調査

経済センサ
ス活動調査

埼玉県工業
統計調査

埼玉県工業統
計調査

埼玉県工業
統計調査

経済センサ
ス活動調査

※令和2年経済センサス活動調査において、産業細分類「外衣・シャツ製造業（和式を除く）」の項目がなくなったため、
「織物製成人男子・少年服製造業(不織布製及びレース製を含む）」、「織物製成人女子・少年服製造業(不織布製及びレース製を含む）」
「織物製乳幼児服製造業(不織布製及びレース製を含む）」「織物製シャツ製造業(不織布製及びレース製を含み、下着を除く）」
「織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服・学校服製造業(不織布製及びレース製を含む）」
「その他の外衣・シャツ製造業」の合計値を入力したもの

No.12

最低工賃の設定工程・企
画に係る業務を委託して
いる委託者数（名）

最低工賃の設定工程・企
画に係る業務に従事する
家内労働者数（名）

（参考）埼玉県　外衣・シャツ製造業（和式を除く）の事務所数等の推移

調査対象年度

委託者数

委託事業所数及び家内労働者数の状況
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最低工賃改正手続の流れ 

埼玉労働局長 

埼玉地方労働審議会 
 

埼玉労働局長 

答申 

 

決定 

 

諮問 【令和４年 12 月 8 日(木)】 

（※）関係労使からの異議

申出があった場合に開催 

 

官報（決定の公示） 【3 月下旬目途】 

最低工賃専門部会（※） 
【異議申出に係る調査審議】 【3 月上旬目途】 

効力の発生 
公示の日から 30日経過後又は公示の

日から 30 日経過後で指定する日 
【４月 23 日(日)目途】 

【令和 5 年 2 月 21 日(火)】 最低工賃専門部会【調査審議】 
 



家内労働法 

 

(最低工賃額等) 

第十三条   

最低工賃は、当該最低工賃に係る一定の地域と同一の地域内において同一又は類

似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律

第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。以下同じ。)(当該同一の地域内にお

いて同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金が決定されてい

ない場合には、当該労働者の賃金(労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。))

との均衡を考慮して定められなければならない。 

 

 

 

(専門部会等) 

第二十一条   

審議会は、最低工賃の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたと

きは、専門部会を置かなければならない。 

 

 



埼玉 岩手 栃木 群馬 東京 福井 山梨 長野 岐阜 大阪 島根 広島 山口 福岡 佐賀 大分 宮崎 沖縄

縫製
婦人、男
子既製服

男子服 婦人服
男子既製
服

婦人服（コー
ト、スラック
ス等）

衣服 婦人服 婦人服 婦人服 婦人服
外衣、
シャツ

男子既製服
男子既製
服

外衣、
シャツ

男子服 婦人服
男子既製
服、婦人
服

男子既製
服

婦人服 婦人服
男子既製
服

婦人既製
服

衣服
男子既成
服

縫製

見返し端千鳥掛け（1か所） 14.5 【13】 【16】 【13】 【13】 14 【10】 【5】 13 【8】 10 0/3
見返し裏まつり（１０センチ） 14 15 12【19】 16 14 2/4
見返し星入れ（１０センチ） 14 14 13.3 13.3 20 16 14 15 14 8 11 3/10
そで付け裏まつり(１０センチ） 17.5 14.6 11.5 21 22 16 14.1 1.5 【114】 【161】 15 9 8.5 12 6.6 2/12
そで口裏まつり(１０センチ） 16 11.7 10.7 8.8 20 15 10.3 【115】 15 10 11 6.3 1/10
ファスナー裏まつり（１０センチ） 14 16 15 2/2
襟付けまつり（１０センチ） 16.5 14 12.3 18 14 14 【27】 8.6 8.3 1/7
すそまつり（１０センチ) 11 9.5 9.5 8 11 7.5 【60】 8.5 4.6 0/7
ウエストまつり（１０センチ) 10.5 11.5 9.5 9 1/3
スナップ付け（1組） 21 21 27 19 23 18 17 21 15 28 16 18 15 17 15 11 15 15 3/17
カギホック付け(ｳｪｽﾄ用・1組） 23 23 32 25 22 21 15 18 2/7
カギホック付け（ｳｪｽﾄ用以外・1組） 21 21 23 20 23 18 19 29 15 28 20 22 17 13 20 5/14
根巻きボタン付け（力ﾎﾞﾀﾝあり・1個） 18.5 11 19 19 21 15 9 14 13 9 13 3/10
根巻きボタン付け（２つ穴・1個） 12.5 10 8 8 7 7 0/5
根巻きボタン付け（４つ穴・1個） 13.5 17 11 22 9 10 9.2 2/6
ボタン付け（根巻き以外・1個） 10.5 7 8 8 11 10 11 8 8 5 8 4.8 1/11
すそうかし止め（1か所） 10
ベルト用糸ループ付け（１か所） 15
肩パットつけ（1着分） 31 28 27 34 34 34 42 35 58 25 25 32 22 21 7/13
ベンツ×印しつけ（1か所） 9 10 10 6 11 4 4 8 3.8 1/8
プリーツ×印しつけ（1か所） 8 8 9 9 9 5 4 5 6 3/8
千鳥がけ(1か所あたり） 10
千鳥掛け（１０センチ） 27.5 27.5 20
まつり（１０センチ） 9 16
肩うらまつり（１０センチ） 12.3 12 9 7.3 5.9
えりこし（からげ）まつり（１０センチ） 11
襟付け 27 24
背すそまつり（１０センチ） 26 31 14.3 【35】 【36】 【51】 15.5 11.5
奥まつり（１０センチ） 15
逆まつり（１０センチ） 13.3
ボタンホール 15 35
かんぬき止め（一か所） 7 3.8 3.5 3.6 3 3.6 18
ボタン付け（根まきあり） 9 14 14 11 13 6 15 10 7 10 8
鎖糸ループつけ 5.5 11 10 12 14 12 12 21 10 13 7 10 13 8 9 7
ベントどめ 8 8 10 14 9 9 6 10 6 5 6
セッパ止め 4 8
タッキング止め（一か所につき） 5
襟うらまつり、下襟からげまつり（１ 51 49 【55】 18 9
わき裏まつり（１０センチ） 【39】 3.6 3.7 6.4
前裏すそまつり（10センチ） 10.8 8.5 7.8 【51】 12.3 6.6
見返し　奥星入れ 101 118 50 56 77 68 52 44.5
見返し7ミリメートル星入れ（１０センチ） 9.5 6.8 4.7
袖口あきみせまつり 【13】
袖口裏まつり(１か所） 21 33 58 58 66 38
カフスつけ 48 48 33
バックルつけ 16 12
アウトポケット裏まつり 20
背裏鎖どめ(ジャケット） 15 15 14 15 15 12 12 9
ベントまつり 68 12.5 11 43.3
ベントまつり（１０センチ） 17 【28】 18.3 【27】 4.5
腰裏タッキング止め 6
はしまつり（１０センチ） 15
腰裏後ろ端まつり 10 11 11 8 8 10 10
腰裏奥まつり 31 28
前立てまつり 14 11 25 9 8 10 10 10
天ぐ裏まつり 14 11 25 9 8 9 10
シックまつり 26 13 8 17
小またちどり 14 23 15 18 10
内またちどり 19 22 17 10
尻縫い目ちどり 15 9 12
シックむしどめ 5
腰裏むし止め 31
糸くずとり(コート以外） 29 14 28 29 18 31 16 18 24 23 23 22 15 13 22 22 14 19 16 14
糸くずとり(コート、背広） 92 31 40 63 72 53 58 52.1

青字：他県の工賃が埼玉より高い。 基本的に１０センチ単位で換算し、小数点2桁以下は切り捨て。一着等、換算できないものは、【　】で表示。
同じ工程が複数ある場合、コートや背広は工賃が高く、スラックスは低い傾向がある。
作業服、トレーニングウェアは含んでいない。

工程が
「1枚
分」と
いう単
位

工程
は基
本丸
縫い

高い/同種

山形秋田 長崎鳥取

最低工賃の他都府県との比較（縫製関係）

工程が
「1枚
分」と
いう単
位


